
                             平成 ２ ０年  ７月 １ ０日 

        ヘルパーステーシ ョ ンだいと う  ケ アレポー ト   Ｎ ｏ １ ５  

 

 

ヘルパーステーシ ョ ンだいと うのケ アレポー ト Ｎ ｏ １ ５ をお届けし ます 。  

  

今回は最近様々に取 り ざた されている生活援助 （ いわゆる家事援助 ） についてまとめて

みました 。  

 

＜はじめに＞ 

介護保険では 、 独居または 、 同居し ている家族が障害 、 疾病等の理由によ り家事を行 う

こ とが困難であるものに対し て 、 生活援助を実施す るこ とができ ます 。 言い換えれば 、 元

気な家族と同居し ている場合は 、 それ相応の理由がなければ家事援助は実施でき ません 。  

例えば 「 家族が 、 家事を放棄し 、 家事援助を行わなければ利用者の日常生活に支障をき

たすため 」 などです 。 国は 「 同居の家族の有無のみを判断基準と し て機械的に判断し ない

よ うに 」 と都道府県に通知し ましたが 、 その判断基準が曖昧で運用には自治体によっ て大

き な違いがあるよ う です 。 報道等によれば 「 同じ マンシ ョ ンであれば階が違っ ていても同

居と見なす 」 「 小学生でも場合によれば同居家族と見なす 」 「 昼間独居は生活援助の利用

の理由になら ない 」 といった事例がみられ 、 「 昼間独居で昼食の準備ができ なければ配食

サー ビスを利用す る 」 「 昼間独居であっ ても家族の休日に掃除や買い物は可能である 」 と

の指導がなされている地域もあるよ う です 。  

 

 

       利 用者数 （ 要 支援 を除 く ）   

   全 体    身 体 生 活 （ 生 活 含 む ）     生活 単独 （ ％ ）  

介 護 １   ４ ９    ４ ２ （ ８ ５ ． ７ ）    ３ ６ （ ７ ３ ． ５ ）  

介 護 ２   ２ ６    ２ ５ （ ９ ６ ． ２ ）    １ ７ （ ６ ５ ． ４ ）  

介 護 ３   ２ ６    １ ７ （ ６ ５ ． ４ ）     ９ （ ３ ４ ． ６ ）  

介 護 ４   ２ ３    １ １ （ ４ ７ ． ８ ）     ５ （ ２ １ ． ７ ）  

介 護 ５   １ ８     ８ （ ４ ４ ． ４ ）     ０ （ ０ ）  

 

 

上図はヘルパー ステー ショ ンだいと うの利用者の う ち生活援助 （ 家事援助 ） を利用され

ている方の 、 生活援助単独と＋身体生活を利用されている方の介護度別 （ 要支援は除 く ）

の利用者数です 。  

軽度の方は身体介護のニーズが少な く 、 また独居の割合も高いため生活援助の割合が大

きいのは当然ですが 、 重度者の方の家事は家族が行 う割合が増えてき ているよ う です 。 全

体的に見れば 、 重度の方に比べて 、 軽度の方のヘルパーによる家事援助の依存度が高いこ

とが伺えます 。  



 利用者の方の日常生活に支障を来すために 、 生活援助を利用す る理由は 

 

１． 独居 

２． 家族が障害 ・ 疾病を有し ている 

３． 家族すべてが要介護者 

４． その他 

 

ですが 、 その他の理由と し ては 

 

１． 家族の介護疲れの軽減 

① 寝た き りの利用者が二人いる 

② 利用者が末期がん等のター ミ ナルな状態 

③ 利用者が認知症で常時の見守 りが必要 

２． 昼間独居で家族が仕事に加えて介護は時間的 、 身体的 、 精神的に負担が大きい 

３． 家族も高齢で一人では十分な家事ができ ない 

４． 家族と利用者の折 り合いが悪 く 、 生活援助に対 し て協力が得られず 、 非協力 、 放

棄をし ている 。  

５． 利用者が家族の支援を拒否し ている 

 

な どの事例が見受けられます 。  

 

 

＜結論＞ 

１． 全体的には絶対量が少ないものの 、 軽度者の生活援助への依存度は高い 。  

２． ただ し 、 ヘルパーの介入によ り 、 自立心を醸成す る例も見られる 。  

３． ヘルパーの介入によ り 、 家族の介護負担を軽減す る効果がある 

４． 一方で 、 家族の関与を薄めてし まい家族関係が希薄にな り 、 全体的な生活力を落 と

すおそれがある 。  

 

 

＜まとめ＞ 

高齢障害の初期での訪問介護の介入はおのずと生活援助が中心 ですが 、 介入の影響によ

っ ては利用者が依存的になった り 、 あるいは自立的になるこ とが予想されます 。 したがっ

て 、 ケ アプラ ン 、 居宅サー ビス計画 （ 個別援助計画 ） の作成にはこの点に十分配慮し 、 利

用者 ・ 家族 、 さ らには担当ヘルパーの理解を得るこ とが重要です 。  

生活援助の実施の適否については 、 一律的な基準の適用に依ら ず 、 個々の背景や 、 能力

の勘案などの十分なアセス メ ン ト に基づき 、 経済的な面のみならず福祉的な視点について

も十分耐えられる決定がなされるべき です 。  

 


